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○立山町防災行政無線戸別受信機無償貸与事業実施要綱 

令和２年９月24日 

告示第133号 

立山町防災行政無線戸別受信機無償貸与事業実施要綱を次のように定める。 

立山町防災行政無線戸別受信機無償貸与事業実施要綱 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、立山町防災行政無線戸別受信機(以下「戸別受信機」とい

う。)の貸与について、必要な事項を定めるものとする。 

(貸与機器) 

第２条 町は、音声及び文字表示等で防災情報を出力する戸別受信機を次条に

定める者に、無償で貸与する。 

２ 戸別受信機の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、戸別受信機に

係る電気料金及び電池の交換に要する費用その他戸別受信機の維持管理に要

する費用を負担する。 

(貸与対象者) 

第３条 戸別受信機の貸与を受けることができる者(以下「貸与対象者」とい

う。)は、町内に住所を有し、居住し、及びインターネットに接続できるスマ

ートフォン又はパソコン等を使用できない者のうち、次の各号のいずれかに

該当する世帯の世帯主とする。 

(１) 70歳以上のみで構成された世帯 

(２) 身体障害者等のみで構成された世帯 

(３) 70歳以上及び身体障害者等のみで構成された世帯 

２ 前項に規定する身体障害者等は、次の各号に掲げる者をいう。 

(１) 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第４

項に規定する身体障害者手帳をいう。)の１級又は２級の交付を受けている

者(社会福祉施設等に入所している者又は寄宿舎、寮その他これに類するも

のに入所している者を除く。) 

(２) 精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

(昭和25年法律第123号)第45条第２項に規定する精神障害者保健福祉手帳

をいう。)の１級又は２級を所持する者(社会福祉施設等に入所している者

又は寄宿舎、寮その他これに類するものに入所している者を除く。) 
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(３) 療育手帳(富山県療育手帳交付要綱(昭和49年富山県告示第165号)第２

条に規定する療育手帳をいう。)の重度(A)の判定を受けている者(社会福祉

施設等に入所している者又は寄宿舎、寮その他これに類するものに入所し

ている者を除く。) 

(４) 要介護認定(介護保険法(平成９年法律第123号)第19条第１項に規定す

る認定をいう。)３から５までの判定を受けている者(社会福祉施設等に入

所している者又は寄宿舎、寮その他これに類するものに入所している者を

除く。) 

(５) その他災害時に地域の支援が必要な者で、立山町避難行動要支援者名

簿に掲載された者(社会福祉施設等に入所している者又は寄宿舎、寮その他

これに類するものに入所している者を除く。) 

(６) その他町長が特に必要と認める者 

(令５告示138・一部改正) 

(貸与の申請) 

第４条 戸別受信機の貸与を受けようとする貸与対象者は、立山町戸別受信機

借用申請書(様式第１号)を町長に提出しなければならない。 

(令５告示138・一部改正) 

(貸与の決定) 

第５条 町長は前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審

査し、その結果を立山町戸別受信機貸与(決定・棄却)通知書(様式第２号)に

より申請者に通知するものとする。 

２ 戸別受信機の貸与期間は、前項による通知日から次条により返還すること

となった日又は第３条に規定する要件に該当しなくなった日までとする。 

(令５告示138・一部改正) 

(貸与品の返還) 

第６条 使用者は、戸別受信機を必要としなくなったとき、又は第３条に規定

する要件に該当しなくなったときは、速やかに立山町戸別受信機返還届(様式

第３号)を町長に提出し、併せて戸別受信機を返還しなければならない。 

(令５告示138・一部改正) 

(設置場所等の変更) 

第７条 使用者は、転居等により、戸別受信機の設置場所又は第４条に規定す
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る申請の内容に変更が生じた場合は、立山町戸別受信機申請事項変更届(様式

第４号)を町長に提出しなければならない。 

(令５告示138・一部改正) 

(戸別受信機の管理等) 

第８条 使用者は、戸別受信機を善良な管理者の注意をもって取り扱い、良好

な状態で維持保管しなければならない。 

２ 使用者は、戸別受信機の全部又は一部を故意又は過失により亡失し、又は

毀損したときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。 

３ 使用者は、戸別受信機を譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはな

らない。 

(台帳の整備) 

第９条 町長は、貸与の状況を管理するため、立山町戸別受信機貸与台帳(様式

第５号)を作成するものとする。 

(その他) 

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則(令和３年告示第125号) 

(施行期日) 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この告示の施行の日前に、なされた行為は、特別な定めがある場合を除き、

改正後の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則(令和５年告示第138号) 

この告示は、令和５年11月１日から施行する。 
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